
一
頁

○
総
務
省
令
第
七
十
号

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（

平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方

税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
の
表
中
「別

表
５

㉛

」
を
「別

表
５

㉜

」
に
、
「
（別

表
４

）の
(
3
5
)

」
を
「
（別

表
４

）の
(
3
4
)

」
に
、
「

（別
表

４
の

２
付

表

）の
(
4
4
)

」
を
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
3
)

」
に
、
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

」
を
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
に

お
い

て
機

械
等

を
取

得
し

た
場

合
等

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
９
中
「合

計
㉛

」
を
「合

計
㉜

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領

中
「
（別

15



二
頁

表
４

）の
(
3
5
)

」
を
「
（別

表
４

）の
(
3
4
)

」
に
、
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
4
)

」
を
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
3
)

」
に
、
「仮

計
(
4
4
)

」
を
「仮

計
(
4
3
)

」
に
、
「被

合
併

法
人

等
の

最
終

の
事

業
年

度
の

欠
損

金
の

損
金

算
入

額
(
９

)

」
を
「

被
合

併
法

人
等

の
最

終
の

事
業

年
度

の
欠

損
金

の
損

金
算

入
額

(
７

)

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
一
の
表
中
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

連
結

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

に
係

る
個

別
帰

属
額

又
は

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

及
び

雇
用

者
の

数
の

増
加

に
係

る
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

」
を
「国

際

戦
略

総
合

特
別

区
域

に
お

い
て

機
械

等
を

取
得

し
た

場
合

等
の

連
結

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

に
係

る
個

別
帰

属
額

又
は

国
際

戦
略

総
合

特
別

区
域

に
お

い
て

機
械

等
を

取
得

し
た

場
合

等
の

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
四
の
四
を
削
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五

（
提
出
用
）
（
別
添
①
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五

（
入
力
用
）
（
別
添
②
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
記
載
要
領
１
中
「第

6
2
条

第
２

項

」
の
次
に
「若

し
く

は
第

6
2
条

の
５

第
２

項

」
を
、
「第

5
7
条

の
７

第
１

項

」
の
次
に
「

第
5
7
条

の
７

の
２

第
１

項

」
を
、
「第

6
8
条

の
5
7
第

１
項

」
の
次
に
「

第
6
8
条

の
5
7
の

２
第

１
項

」

、
、



三
頁

を
加
え
、
同
表
記
載
要
領
３
中
「
（別

表
４

）の
(
3
5
)

」
を
「
（別

表
４

）の
(
3
4
)

」
に
、
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
4
)

」
を
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
3
)

」
に
、
「仮

計
(
4
4
)

」
を
「仮
計

(
4
3
)

」
に
、
「被

合
併

法
人

等
の

最
終

の
事

業
年

度

の
欠

損
金

の
損

金
算

入
額

(
９

)

」
を
「被

合
併

法
人

等
の

最
終

の
事

業
年

度
の

欠
損

金
の

損
金

算
入

額
(
７

)

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
２
中
「単

年
度

損
益

第
６

号
様

式

○

70
又

は
別

表
５

○

22
⑤

」
を
「単

年
度

損
益

⑤

」
に
、

「別
表

1
0

○

12

」
を
「別

表
1
0
⑨

」
に
、
「別

表
1
0

○

25

」
を
「別

表
1
0

○

21

」
に
、
「
（別

表
４

の
(
3
4
)

）
」
を
「
（別

表
４

）の

(
3
3
)

」
に
、
「
（別

表
４

の
２

付
表

の
(
4
3
)

）
」
を
「
（別

表
４

の
２

付
表

）の
(
4
2
)

」
に
改
め
、
「減

算
し

た
金

額
を

記
載

し

」
の
次
に
「

同
法

第
6
6
条

の
５

の
３

第
１

項
又

は
同

法
第

6
8
条

の
8
9
の

３
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

法
人

に
あ

っ
、

て
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

1
7

（２
の

３
）
）の

(
1
0
)
の

欄
か

ら
(
2
3
)
の

欄
を

控
除

し
た

金
額

又
は

法
人

税
の

明
細

書

（

、

別
表

1
7
の

２
(
３

)
付

表
一

）の
(
８

)
の

計
の

欄
か

ら
(
2
6
)
の

欄
を

控
除

し
た

金
額

を
記

載
し

」
を
加
え
、
同
表
記
載
要
領
３
中

「当
該

事
業

年
度

の
月

数
⑫

」
を
「当

該
事

業
年

度
の

月
数

⑫

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
六

（
別
添
③
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
九
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
頁

第
六
号
様
式
別
表
九

（
別
添
④
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
九
記
載
要
領
５
中
「差

引
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

○

29

」
を
「差

引
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

○

27

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十

（
別
添
⑤
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
十
記
載
要
領
１
中
「更

正
欠

損
金

額
等

の
控

除
明

細
書

」
を
「更

生
欠

損
金

額
等

の
控

除
明

細
書

」
に
、

「又
は

経
済

社
会

の
構

造
の

変
化

に
対

応
し

た
税

制
の

構
築

を
図

る
た

め
の

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（平
成

2
3

年
法

律
第

1
1
4
号

）第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「平
成

2
3
年

旧
法

人
税

法

」

と
い

う

）第
5
9
条

第
１

項

」
を
「
（東

日
本

大
震

災
の

被
災

者
等

に
係

る
国

税
関

係
法

律
の

臨
時

特
例

に
関

す
る

法
律

（平
。

成
2
3
年

法
律

第
2
9
号

）
（以
下

「震
災

特
例

法

」と
い

う

）第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
。

含
む

）
」
に
、
「又

は
平

成
2
3
年

旧
法

人
税

法
第

5
9
条

第
１

項

」
を
「
（震

災
特

例
法

第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
。

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
む

）
」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
２
中
「同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
に

限
。

る

）又
は

平
成

2
3
年

旧
法

人
税

法
第

5
9
条

第
２

項

（同
項

第
３

号

」
を
「震

災
特

例
法

第
1
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
。

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

含
み

法
人

税
法

第
5
9
条

第
２

項
第

３
号

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
３
か
ら
５
ま
で
を
削
り
、
同

、



五
頁

表
記
載
要
領
６
中
「調

整
前

の
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

○

27

」
を
「調

整
前

の
控

除
未

済
欠

損
金

額
等

○

25

」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
７
を
同
表
記
載
要
領
４
と
す
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
一
の
表
中
「⑦

の
金

額
を

控
除

し
た

後
の

所
得

（第
６

号
様

式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
⑦

」
を
「⑦

の

金
額

等
を

控
除

し
た

後
の

所
得

（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
⑦

）又
は

（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－

⑦
－

（
（
（第

６
号

様
式

○
70
又

は
別

表
５

○

22

）－
④

）
×0

.
2

）
）
」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
２
中
「⑦

の
金

額
を

控
除

し
た

後
の

所
得

⑨

」
を
「⑦

の
金

額
等

を
控

除
し

た
後

の
所

得
⑨

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
４
を
削
り
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同

表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

「⑦
の

金
額

等
を

控
除

し
た

後
の

所
得

⑨
」の

欄
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

次
に

よ
る

こ
と

、
。

⑴
平

成
2
5
年

４
月

１
日

以
後

に
法

人
税

法
第

5
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

事
実

が
生

ず
る

場
合

同
日

以
後

に
租

税
特

別
措

、

置
法

第
6
7
条

の
５

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

事
実

が
生

ず
る

場
合

又
は

同
日

以
後

に
震

災
特

例
法

第
1
7
条

第
１

項
に

規
定

す
る

政
令

で
定

め
る

事
実

が
生

ず
る

場
合

に
お

い
て

「計
④

」の
金

額
が

第
６

号
様

式

○

7
0
又

は
別

表
５

、

○

2
2
の

金
額

以
上

で
あ

る
と

き
又

は
次

に
掲

げ
る

法
人

に
該

当
す

る
と

き
は

「又
は

（
（第

６
号

様
式

○

7
0
又

は
別

表
５

○

2
2

）

、

－
⑦

－

（
（
（第

６
号

様
式

○

7
0
又

は
別

表
５

○

2
2

）－
④

）×
0
.
2

）
）
」を

消
し

こ
れ

ら
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

と
、



六
頁

き
は

「
（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
⑦

）又
は

」を
消

す
こ

と
。

イ
法

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

に
掲

げ
る

法
人

（租
税

特
別

措
置

法
第

6
7
条

の
1
4
第

１
項

に
規

定
す

る
特

定
目

的
会

社
同

法
第

6
7
条

の
1
5
第

２
項

に
規

定
す

る
投

資
法

人
同

法
第

6
8
条

の
３

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

目
的

信
託

、
、

に
係

る
受

託
法

人

（法
人

税
法

第
４

条
の

７
に

規
定

す
る

受
託

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

）及
び

。
。

租
税

特
別

措
置

法
第

6
8
条

の
３

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

特
定

投
資

信
託

に
係

る
受

託
法

人
を

除
く

）

。

ロ
租

税
特

別
措

置
法

第
6
7
条

の
1
4
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
同

項
に

規
定

す
る

特
定

目
的

会
社

ハ
租

税
特

別
措

置
法

第
6
7
条

の
1
5
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
同

条
第

２
項

に
規

定
す

る
投

資
法

人

ニ
租

税
特

別
措

置
法

第
6
8
条

の
３

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

同
項

に
規

定
す

る
特

定
目

的
信

託
に

係
る

受
託

法
人

ホ
租

税
特

別
措

置
法

第
6
8
条

の
３

の
３

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

同
項

に
規

定
す

る
特

定
投

資
信

託
に

係
る

受
託

法
人

⑵
平

成
2
5
年

４
月

１
日

前
に

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（平

成
2
5
年

法
律

第
５

号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人

税
法

第
5
9
条

第
２

項
に

規
定

す
る

事
実

が
生

じ
た

場
合

又
は

同
日

前
に

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（平
成

2
5



七
頁

年
法

律
第

５
号

）に
よ

る
改

正
前

の
震

災
特

例
法

第
1
7
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
事

実
が

生
じ

た
場

合

（当
該

事
実

が
生

じ
た

法
人

に
つ

い
て

同
日

以
後

に
震

災
特

例
法

第
1
7
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
実

が
生

ず
る

場
合

を
除

く

）に
あ

っ
て

。

は

「又
は

（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
⑦

－

（
（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
④

）×
0
.
2

）
）

、」を
消

す
こ

と
。

⑶
法

人
が

法
人

税
法

第
5
9
条

第
３

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「又
は

（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

、

表
５

○

22

）－
⑦

－

（
（
（第

６
号

様
式

○

70
又

は
別

表
５

○

22

）－
④

）×
0
.
2

）
）
」を

消
す

こ
と

。

第
六
号
様
式
別
表
十
二
の
表
中
「別
表

1
3
の

⑤

」
を
「別

表
1
3
の

２
の

⑤

」
に
、
「別

表
1
3
の

２
の

⑤

」
を
「別

表
1
3
の

３

の
⑤

」
に
、
「⑧

－
⑫

」
を
「
（⑧

－
⑫

）又
は

（別
表

1
3
の

⑦

）
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
記
載
要
領
中
「法

人
が

」
を
削
り
、
「場

合
に

記
載

す
る

」
を
「法

人
が

記
載

し
第

６
号

様
、

式
別

表
1
2
に

併
せ

て
提

出
す

る

」

改
め
、
同
表
を
同
様
式
別
表
十
三
の
三
と
す
る
。

に

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二

（
別
添
⑥
）

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
十
三
記
載
要
領
中
「法

第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

若
し

く
は

第
３

項
又

は
政

令
第

2
1
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り



八
頁

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

」
を
削
り
、
同
記
載
要
領
を
同
様
式
別
表
十
三
の
二
記
載
要
領
と
し
、
同
様
式
別
表
十
二
の
次

に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
三

（
別
添
⑦
）

挿
入

第
６

号
様

式
別

表
1
3
記

載
要

領

こ
の

明
細

書
は

法
人

が
法

人
税

法
施

行
令

第
1
1
2
条

第
５

項
第

１
号

に
規

定
す

る
特

定
資

産
譲

渡
等

損
失

額
と

な
る

金
額

の
、

計
算

を
行

う
場

合
に

お
い

て
同

条
第

７
項

（同
条

第
1
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

、
。

す
る

場
合

に
記

載
す

る
こ

と
。

第
七
号
の
二
様
式
記
載
要
領
３
及
び
４
中
「
（別

表
６

(
２

)

）の
(
1
7
)

」
を
「
（別

表
６

(
２

)

）の
(
1
2
)

」
に
改
め
る
。

第
七
号
の
二
様
式
別
表
三
記
載
要
領
７
及
び
別
表
四
記
載
要
領
６
中
「当

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
4
)

」
を
「当

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

(
2
1
)

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
の
表
及
び
第
二
十
号
様
式
の
表
中
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

法
人

税
額

の

特
別

控
除

額

」
を
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
に

お
い

て
機

械
等

を
取

得
し

た
場

合
等

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

」
に
改
め

る
。



九
頁

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
表
中
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

連
結

法
人

税
額

の
特

別
控

除

額
に

係
る

個
別

帰
属

額
又

は
国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

」
を
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
に

お
い

て
機

械
等

を
取

得
し

た
場

合
等

の
連

結
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
に

係
る

個
別

帰
属

額
又

は
国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
に

お
い

て
機

械
等

を
取

得
し

た
場

合
等

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
の
四
様
式
記
載
要
領
４
中
「
（別

表
６

(
２

)

）の
(
1
7
)

」
を
「
（別

表
６

(
２

)

）の
(
1
2
)

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
三
記
載
要
領
７
及
び
別
表
四
記
載
要
領
６
中
「当

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

(
2
4
)

」
を
「当

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

(
2
1
)

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
二
様
式
の
表
中
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
及

び
雇

用
者

の
数

の
増

加
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
額

」

を
「国

際
戦

略
総

合
特

別
区

域
に

お
い

て
機

械
等

を
取

得
し

た
場

合
等

の
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



※�
処理�
事項�

整 理 番 号�事務所� 申告区分�法 人 番 号�区
分�

平成� 年� 月� 日から�

平成� 年� 月� 日まで�

事 業�
年 度 �

法 人 名�

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書 �

所 得 金 額 の 計 算 � 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算 �

加

算�

減

算�

非
課
税
等
所
得�

�

林 業 に 係 る 所 得�

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得�

社会保険等に係る医療の所得�

農事組合法人の農業に係る所得�

小 計�

小 計�

小 計�

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

#0

#1

#2

#3

#4

#7

#8

#9

#6

#5

仮　　　　　計　　　　q＋y－!3

再 仮 計 　 !4－!5

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得�

所得金額差引計 　 !6－@1

繰越欠損金額等又は災害損失金額の�
当期控除額�
債務免除等があった場合の欠損金額�
等の当期控除額�

新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費�
の特別控除額�
農業経営基盤強化準備金積立額の損�
金算入額�
農用地等を取得した場合の圧縮額の�
損金算入額�
関西国際空港用地整備準備金積立額�
の損金算入額�
中部国際空港整備準備金積立額の損�
金算入額�

所得金額再差引計 　@2－@3－@4

再投資等準備金積立額の損金算入額�

合計 @5－@6－@7－@8－@9－#0－#1

外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得�

外国における事務所又は事業所の期�
末の従業者数�

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ�
て算定した所得�

生産品の収入金額又は生産品の収入�
金額から買鉱価格を差し引いた金額�

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の�
価額�

期 末 の 総 従 業 者 数�

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得�
（!4＋i）×#3／#4

鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得�
#6×#8／#7

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得�

備

考�

兆� 十億� 百万� 千� 円�

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額�
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額�
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額�
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額�

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額�
外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額�
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額�
特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額�
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額�
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額�

円�

人�所得金額（法人税の明細書（別表４）の（３４））又は個別所得�
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（４３））�

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）�

＜別添①＞



整 理 番 号�

申告年月日�
事業年度�

事務所� 申告区分�法 人 番 号�区
分�

２４�１�

３６�３１�３０�２５�

４２�３７�

４３� ５６�

予備�

B
１２�

Ａ�

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）�

０１�

０２�
０３�

０４�

０５�

０６�

０７�

０８�

０９�

１０�

１１�

１２�

１３�

１４�

１５�

１６�

１７�

１８�

１９�

２０�

２１�

２２�

２３�

２４�

２５�

２６�

２７�

２８�

２９�

３０�

３１�

３２�

＜別添②＞



収入金額に関する計算書� 事業�

年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

法人名�

法
第
７２
条
の
２４�
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額�

金 額�

円�

摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要�

収

入

金

額

の

総

額
�

控

除

さ

れ

る

金

額

�
w

e

④�

⑤�

⑥�

計 �

計 �

差 引 計 　 　q－w

法 附 則 第 ９ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 控 除 額�

法 附 則 第 ９ 条 第１０項 の 規 定 に よ る 控 除 額�

計 　 　 　③－④－⑤�

q

第６号様式別表６記載要領�
　この計算書は、電気供給業及びガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額
の計算を行う場合に記載し、第６号様式の申告書に添付すること。この場合におい
て、これらの事業を併せて行う法人は、それぞれの事業ごとに記載すること。�

＜別添③＞



欠損金額等及び災害損失金の�
控除明細書�

事業�

年度�

平成　　年　　月　　日から�

平成　　年　　月　　日まで�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�

事 業 年 度� 区　　分�

欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

平成 年 月 日から�

平成 年 月 日まで�
欠損金額等・災害損失金�

控除未済欠損金額等又は�
控除未済災害損失金e

翌 期 繰 越 額 t�
（（e－r）又は別表１１!7）

当 期 控 除 額 r
（当該事業年度のeと（w－当該事業年�
度前のrの合計額）のうち少ない金額）�

災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算�

円�

円� 円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

控 除 前 所 得 金 額�
�

計�

合　　計�

青 色 欠 損 金�

災 害 損 失 金�

欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金� 欠損金の繰戻し額�

第６号様式&0－（別表１０⑨又�
は@1）�

所得金額控除限度額�
�　q×　　８０又は１００�　　　　　　 　１００�

q w

災　害　の　種　類�

当 期 の 欠 損 金 額　y

災害により生じた損　
u失の額�

災 害 の や ん だ 日� 平成 年 月 日�

差引災害により生じ　
o
�

た損失の額（u－i）�

繰越控除の対象とな�
る損失の額（yとo　!0�
のうち少ない金額）�

保険金又は損害賠償　
i�金等の額

当

期

分�
同
上
の
う
ち�

＜別添④＞



第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の�
再生等欠損金額等の控除明細書�

事
業
年
度�

平成 　年 　月 　日から�
平成 　年 　月 　日まで�

債務の免除を受けた金額�
円�

円�

円� 円� 円�

円�

円�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

純評価益の額（r－t）�
（マイナスの場合は０）�

資産の評価損の総額�

計（q＋w＋e＋y）�

計（!3＋!4＋!5＋!6－!7）�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

当期控除額（uとiのうち少ない金額）

欠損金額等（@5の計）

差引欠損金額等（i－⑩）

欠損金額等からないものとする金額（⑨－�
⑪）（マイナスの場合は０）�

欠損金額等からないものとする金額（@1�
－@3）（マイナスの場合は０）�

平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�平成 年 月 日から�
平成 年 月 日まで�
�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳�

法
人
名�

q

w

e

r

t

y

u

債務の免除を受けた金額�

調整前の控除未済欠損金額等�発生事業年度�

計�

@5 @6 @7

欠損金額等からないものとする金額�
（当該発生事業年度の@5と（（!2又は@4）－当�
該発生事業年度前の@6の合計額）のうち少�
ない金額）�

差引控除未済欠損金額等（@5－@6）�

私財提供を受けた金銭の額�

資産の評価益の総額�

資産の評価損の総額�

私財提供を受けた金銭以外の資産�
の価額

�

!3

!4

!5

!6

!7

!8

i

o

!0

!1

!2

適用年度終了の時における前期以前の�
事業年度から繰り越された欠損金額等�

!9の金額を控除する前の所得�

当期控除額（!8、!9と@0のうち少ない金�
額）�

欠損金額等（@5の計）�

差引欠損金額等（!9－@2）�

!9

@0

@1

@2

@3

@4

更 生 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書�

民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書�

控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 調 整�

＜別添⑤＞



円�円� 円�円�円�

共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対�

象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書�

対象法人の�

事 業 年 度�

計�

欠損金額等の�

区　　　　分�

対象法人の�

事 業 年 度�

欠損金額等の�

区　　　　分�

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金�
額等の合計額に満たない場合�

支配関係前未処理欠�
損金額等又は支配関�
係前控除未済欠損金�
額等�

時 価 純 資 産 超 過 額�
（@2の（イ）－@6の（イ））－（@2の（ロ）－@6の（ロ））�

簿 価 純 資 産 超 過 額 �
（@2の（ロ）－@6の（ロ））－（@2の（イ）－@6の（イ））�

制 限 対 象 金 額�
!2－!1

支配関係前未処理欠損金額等又は支配関係前控除未済欠�
損金額等の合計額�

⑥のうち制限対象金�
額を構成するものと�
された部分の金額�

支配関係事業年度以�
後の事業年度の欠損�
金額等発生額�

⑨のうち簿価純資産�
超過額を構成するも�
のとされた部分の金�
額�

⑧のうち特定資産譲�
渡等損失相当額�

簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等�
のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

（qの金額）�

合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配�

被合併法人等（名称：　　　　　　　　　　）・当該法人�

引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の特例計算�

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金額等の合計額に満たない場合又は簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等のうち�
特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合の引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細�

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算の明細�

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細�

資　　　　　　　　　　　　　　　　　産� 負　　　　　　　　　　債�

適格組織再編成等の別� 適格組織再編成等の日� 平成　　年　　月　　日�

平成　　年　　月　　日�支 配 関 係 発 生 日�

特例計算による引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算�

対 象 法 人 の 別�

法
人
名�

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

①� ②� ③� ④�

事　業�

年　度�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成　年　月　日から�

平成　年　月　日まで�

被合併法人等の最終の事業年
度の別表９の⑤又は当該法人の
前期の別表９の⑤�

支配関係事業年度前の
事業年度にあっては０、支
配関係事業年度以後の
事業年度にあっては①と（⑧
－⑩）のうち少ない金額�

円�

円� 円� 円� 円�

円� 円�

円� 円�

円� 円�円� 円�

計�

時　　価�
名 称 等�

計�

名 称 等�
帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

時　　価�

計�

名 称 等�
帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

時　　価� 帳簿価額�

（イ）� （ロ）�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

⑪�

⑫�

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

!3

!4

⑥� ⑦� ⑧� ⑨�

平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�
平成 　 年 　 月 　 日から�
平成 　 年 　 月 　 日まで�

支配関係事業年度の前事
業年度の別表９の⑤�

支配関係事業年度以後の
事業年度のそれぞれの別
表９の「当期分｣の欠損金
額等�

⑬の金額を⑥の古いもの�
から順次振当�

⑭の金額を⑨の古いもの�
から順次振当�

⑥の計�

被合併法人等の未処
理欠損金額等又は当
該法人の控除未済欠
損金額等�

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額以
上である場合�

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額に
満たない場合�

簿価純資産超過額が支配関
係事業年度以後の事業年度
の欠損金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額の合計
額に満たない場合�

特例計算による引継
対象未処理欠損金額
等又は調整後の当該
法人分の控除未済欠
損金額等�

支配関係事業年度前の事業
年度にあっては①と（⑥－⑦）
のうち少ない金額、支配関係
事業年度以後の事業年度に
あっては①の金額�

②、③又は④�

⑤�

別表１２の⑫�

⑩�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

欠損金額等・災害損失金�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

＜別添⑥＞



合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の�
特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書�

事業�
年度�

対 象 法 人 の 別�

：�：�
：�：�
：�：�
：�：�

：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�
：�：�：�：�

：�：�

適格組織再編成等の別� 適格組織再編成等の日� ・� ・�

・� ・�
・� ・�

対象法人の支配関係事�
業年度以後の事業年度�

計�

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 欠 損 金 額 等 の 計 算 の 明 細 �

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 額 の 特 例 計 算 �

関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細�

時 価 純 資 産 超 過 額�
（（@7の（イ））－（#3の（イ）））－（（@7の（ロ））－（#3の（ロ）））�

資 　 産� 負 　 債�

簿 価 純 資 産 超 過 額 等 が あ る 場 合�

関 連 法 人 の 名 称�

合併等前二年以内適格合併等の別�

計�

計�

計�

名 称 等�

@7

@6

@5

@4

@3

@2

（イ）� （ロ）�

時　　　価� 帳 簿 価 額�
名 称 等�

（イ）� （ロ）�

時　　　価� 帳 簿 価 額�

計� #3

#2

#1

#0

@9

@8

適格合併　・　残余財産の確定�

支 配 関 係 発 生 日�

合併等前二年以内適格合併等の日�

合併等前二年以内適格合併等に係る合併法人の別�

対象法人の�
支配関係事�
業年度以後�
の事業年度�

関連法人対�
象事業年度�

対象法人の�
支配関係事�
業年度以後�
の事業年度�

関連法人対�
象事業年度�

関連法人対象事�
業年度の欠損金�
発生額　　　　�

関連法人対象事業年度の�
欠損金発生額　　　　　�

�
⑥�

特定資産譲渡等損失額�
�
�
⑩�

欠損金額等のうち特定資�
産譲渡等損失相当額　　�

!5と!6のうち少ない�
金額　　　　　　　�

当該関連法人に�
おける損金算入�
額等　　　　　�

譲渡等特定事�
由による損失�
の額の合計額�

譲渡又は評価�
換えによる利�
益の額の合計�
額　　　　　�

特定資産譲渡�
等損失額　　�
　　�
⑧－⑨�

関連法人対象�
事業年度のそ�
れぞれの別表�
９「当期分の�
青色欠損金」�

他の関連法人（名称： ）・被合併法人等・当該法人�

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算�

被合併法人等（名称： ）・当該法人�

合併（適格・非適格）・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配�

支 配 関 係 事 業 年 度 以 後 の 事 業 年 度 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 の 計 算 �

特定引継資産又は特定保有�
資産の譲渡等特定事由によ�
る損失の額の合計額　　　�

（別表１２⑨）�

特定引継資産又は特定保有�
資産の譲渡又は評価換えに�
よる利益の額の合計額　　�

（別表１２⑩）�

各関連法人における損金算�
入額等の合計額�
�
（各関連法人の⑦の合計額）�

各関連法人の特定資産譲渡�
等損失相当欠損金額等の合�
計額�
（各関連法人の!4の合計額）�

特定資産譲渡等損失額�
①－②＋④�

：�：�
第
六
号
様
式
別
表
十
三
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）�

①�

⑥�

!5 !6 !7 !8 !9

⑦� ⑧� ⑨� ⑩� ⑪� ⑫� ⑬� !4

②� ③� ④� ⑤�
円� 円� 円� 円� 円�

欠損金額等の�
うち特定資産�
譲渡等損失相�
当額　　　　�
（⑥と⑩の�
うち少ない�
金額）又は�
!9　　　　�

!7のうち簿価純資産超過�
額を構成するものとされ�
た部分の金額　　　　　�

特例計算による関連法人の�
特定資産譲渡等損失相当額�

@1の金額を!7の古い�
ものから順次振当　�

@0に金額の記載があ�
る場合にあっては０、�
@1に金額の記載があ�
る場合にあっては!8

特定資産譲渡等�
損失相当額から�
控除する金額　�

特定資産譲渡等損�
失相当欠損金額等�

（③－⑫）と�
⑪のうち少な�
い金額　　　�

⑪－⑬�

控 除 済 金 額�

特定資産譲渡等損失相当額から�
控除する金額の計算�

他の関連法人�
の⑬の合計額�

円� 円� 円� 円� 円� 円� 円� 円� 円�内�

：�：�：�：� 円� 円�

円�

円� 円� 円� 円�

円� 円� 円�内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

：�：�：�：� 内�

内�

内�

内�

内�

@0
簿 価 純 資 産 超 過 額�
（（@7の（ロ））－（#3の（ロ）））－（（@7の（イ））－（#3の（イ）））�

円�
@1

法
人
名�

＜別添⑦＞
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